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第1 章     はじめに 

1.1 本手引きの目的 

加西市では、鉄道・バスの運行本数が少ない、あるいは全く運行していない「公共交通

（鉄道・バス）空白地」の縮小や移動に困っている人※１の移動手段確保を目指して、地域の

人が主体となり、既存公共交通に接続する補助的な役割を担う「地域主体型交通※２」の導入

を進めることを目的として、平成 28 年 3 月に「地域主体型交通導入の手引き」（以降『旧

手引き』）を策定しました。その後、旧手引き策定後から現在までに地域主体型交通が導入

された実績や知見等を踏まえた上で、時点更新を行った改訂版を令和 6 年 3 月に策定しまし

た。 

このような状況の中で、導入後の運行・運営に関しては加西市からサポートしているもの

の、将来的な自立を考えると、安全運行や移動支援方法、利用促進策、継続的な運行を行う

ための知識や知見を運営側※３に知ってもらう必要があります。 

このため、地域主体型交通を導入するまでのノウハウは確立されつつあるものの、導入後

の運行・運営に関してもこれまでの実績を踏まえて手引きを策定することとしました。 

本手引きは、現在までに地域主体型交通が導入された実績や知見等を踏まえ、運行・運営

を行うにあたっての課題や問題点などに対応して方向性を示すものとなります。これらの方

向性を踏まえて地域で需要に対応することで、外出時の移動に困っている人に１人でも多く

利用してもらえる移動手段となることが求められます。 

なお、本手引きで示す内容については、あくまで一例となりますので、地域に合った方法、

取組によって地域主体型交通のさらなる発展を目指してください。 

 

 

 

 

 

※1 本手引きで言う『移動に困っている人』とは、高齢者のみならず、送迎が必要な子供等、障

がい者、妊婦、病人など、移動が困難もしくは一時的に制約が生じている人を指す。 

※2 本手引きで言う『地域主体型交通』とは、「加西市地域公共交通計画」に示すめざすべき公

共交通ネットワークで定める「地域内交通」での自家用有償旅客運送などを指す。 

※３ 本手引きで言う『運営側』とは、ふるさと創造会議の代表や自治会・区長会の役員等、地域

で主体的に活動を行っている人を基本として構成された団体及びその構成員や運行管理者等

を指す。 
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1.2 地域主体型交通運営の流れ 

地域主体型交通運営にあたっては、以下に示すフローに従って進めます。 

地域主体型交通を導入し運行・運営を行っていくにあたっては、まず利用者の安全を第一

とした日々の点検や緊急時の対応等が重要です。また、別冊「地域主体型交通導入の手引

き」で設定した目標値を達成しているかを定期的に確認し加西市に報告します。 

次に、設定した目標を達成するために、移動支援・利用促進に関する取組や運行環境を整

えていくような取組などの方策を検討していきます。その中で、移動支援や利用促進を行う

にあたり実際に利用された利用者からの意見をお聞きするためのアンケート調査も合わせて

実施していきます。 

以上のとおり、地域主体型交通の運行・運営が軌道に乗ってきた後は、地域主体型交通の

継続的な運行を行っていくために、運行内容の見直しや次世代ドライバーの育成などの取組

も合わせて進めていく必要があります。 

 

＜ 地域主体型交通運営フロー ＞ 
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【第４章】 
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安全運行に向けた日々の作業 
【第２章】 
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移動支援・利用促進方策の
検討・実施 
【第３章】 
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サポート 
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第2 章     安全運行に向けた日々の作業 

2.1 遵守する法令 

地域主体型交通を運行・運営するにあたって、以下の法令について遵守が求められます。 

なお、各法令の詳細については、デジタル庁が公表している「e-Gov 法令検索（https://

elaws.e-gov.go.jp/）」を参照ください。 

 

＜ 地域主体型交通運行にあたり遵守すべき法令 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 運行前後の安全確認 

運行前後の安全確認としては、地域主体型交通車両の状態を把握するための日常点検が必

要であるとともに、運行前後の点呼を行います。 

 

(1) 運行前後の点呼 

運行の開始前と終了後には、ドライバーは運行管理者等の点呼執行者による対面の点呼を

受けることが義務付けられています。 

運行開始前の点呼では、疾病、疲労、睡眠不足の状況、酒気帯びの有無、日常点検結果、

携行品の状況などについて点呼執行者の確認が必要となります。また、運行終了後の点呼で

は、事故や異常の有無、ドライバーの疲労状況、運行経路の交通や気象の状況などについて

点呼執行者が報告を受け、酒気帯びの有無について確認をする必要があります。 

 

 

分類 法令名 概要

道路運送法
バス事業の基本となる法律であり、許可申請、運賃および料金、安全

管理規程などを定めるもの

道路運送法施行規則

道路運送法に基づき、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の

者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置

の基準などを定めるもの

旅客自動車運送事業運輸規則
道路運送法に基づき、運転者が遵守すべき事項や運行指示書の携行、

日常点検の実施、点呼の受け方などを定めるもの

道路交通法

自動車交通の安全確保と円滑化を目的とする法律であり、自動車の運

転に関する基本的なルールや規制、違反行為の処罰や処分、交通事故

の防止や救済などを定めるもの

道路運送車両法
道路運送車両の安全性や環境適合性を確保するために、道路運送車両

の構造や装備、保安基準、検査や登録などについて定めるもの

自動車の運転に

係る法令

旅客自動車運送

事業に係る法令

http://#
http://#
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(2) 運行前の点検 

運行の開始前には、毎日１回の日常点検が必要となります。 

日常点検項目は、法律で定められているもので、以下のチェックシートの内容を確認し、

エンジンルーム、クルマの周り、運転席などの 15 項目の点検を実施します。 

 

＜ 日常点検項目チェックシート ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国土交通省 HP より 
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2.3 運行中の安全確認 

運行中の安全確認としては、乗車中の乗客の安全確保を図ることを前提として、運行管理

者側、ドライバー側から留意すべきことを整理しています。 

 

(1) 運行管理者側の安全確認 

運行管理者側としては、ドライバーが運行計画どおり運行しているかを確認するとともに、

「2.2 運行前後の安全確認」にて指導した内容が適切に守られているかについて、ドライ

バーの休憩中等に連絡を取り合いながら確認します。 

 

(2) ドライバー側の安全確認 

ドライバー側としては、運行計画どおり運行できているかを確認するとともに、乗客の安

全が確保されているかを確認します。 

乗客の安全を確保するにあたり、以下の内容を確認します。 

 

＜ ドライバーが行う安全確保に向けた確認事項 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■乗車中の乗客の安全確保

・「急」の付く運転はしない

・カーブ・追越しはゆっくりと

・安全な速度と十分な車間距離を保つ

・乗客の着座と手摺りへつかまっているかの確認

・シートベルト着用の徹底を図る

・走行中の運転への集中

■乗降時の乗客の安全確保

・滑らかな発進と停止

・ドア開閉時の確実な乗降確認

・乗車時の着席又は手摺りにつかまったかを確認

・降車時の乗客が車から離れたことを確認

■移動制約者（高齢者・障がい者等）の安全確保【バリアフリー対応車両利用時】

・停留所では可能な限り歩道に近づけて停車

・乗降時には「手摺りにおつかまりください」と声かけして安全を確保

・車いす利用者はリフトやスロープでゆっくりと車内に乗車させ、車いす固定装置で固定

・車いす利用者の降車時は後ろ向きで行い、降車後には歩道の傾斜で車いすが傾かないよう注意

・視覚障がい者には行き先、乗降口やステップの形状、運賃の支払い方法などの情報を伝達

・視覚障がい者は降車時に必要に応じてアナウンスし、運賃の支払額などを伝え、投入口に誘導
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2.4 緊急時の対応 

交通事故や車両故障発生時、自然災害に備えて適切な対応を取ることの必要性を認識し、

取るべき対応策に関するドライバーの理解を深めることが大切です。 

以下には緊急時において対応すべき事項を示すとともに、緊急時の連絡体制を示していま

す。 

 

(1) 緊急時において対応すべき事項 

緊急時においては、普段自家用車で運転しているときに発生する事故と同様に、負傷者の

救護や警察への連絡等を行います。加えて、地域主体型交通を運行するにあたっては、乗客

の安全確保や運行管理者への連絡なども必要になります。 

基本的には以下の内容で対応していきます。 

 

＜ 緊急時において対応すべき事項（ドライバー） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 緊急時において対応すべき事項（運行管理者） ＞ 

 

 

 

①関係機関等への報告

ドライバーより交通事故や車両事故の報告を受けた後は、事故や故障の発生状況をただちに加西市・

加西市公共交通活性化協議会・神戸運輸監理部・保険会社等に報告し、以降の対応について指示を受

けます。

②事後の処理

運行管理者は事後において、以降の運行継続・中止の判断や代わりのドライバーの確保等、対応方針

を検討し、加西市・加西市公共交通活性化協議会に報告しなければなりません。

①負傷者の救護

交通事故を起こしたらただちに運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認しなければなりませ

ん。さらに負傷者がいる場合はただちに救護し、必要があれば近くの病院に運べるよう救急車の手配

等を求めなければなりません。

②道路における危険の防止

交通事故や車両故障を起こしたら、交通事故の続発を防ぐために事故車両を安全な場所に移動させ、

他の自動車に事故の発生を知らせる等、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。

　・ハザードランプを点灯　・発炎筒を着火　・停止表示器材を設置

③乗客の安全の確保

ドライバーは状況によっては乗客を車両から待避させ、万が一停止車両への追突事故が発生した際に

乗客が巻き込まれないようにするなど、乗客の安全を確保しなければなりません。

④警察署・消防署への報告

ドライバーはただちに最寄りの警察署・交番・駐在所の警察官に交通事故が発生した日時・場所、死

傷者の数および負傷者の負傷の程度などを報告しなければなりません。また、交通事故等により乗客

の負傷や火災が発生した場合は、ただちに最寄りの消防署に連絡しなければなりません。

⑤運行管理者への報告

ドライバーは上記①～④の措置が終わったら、適切な情報を速やかに運行管理者に連絡し、指示を仰

ぐ必要があります。
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(2) 緊急時の連絡体制 

(1)で示した警察への報告や運行管理者への報告に関連して、緊急時の連絡体制を予め整

えておくことで、円滑な事故等の処理が可能です。 

以下の連絡体制を参考に、各担当を設定します。 

 

＜ 緊急時の連絡体制 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 定期的なドライバーの身体機能・認知機能のチェック 

ドライバーは点呼執行者（運行管理者など）により、日々の運転前後にその時の健康状態

の確認や会話による適切な受け答えが出来るかを確認しますが、正常に運転しているか、突

然の状況変化による適切な判断ができているかまでは確認できません。 

このため、次頁に示すチェックフローに従い、ドライバーの定期的な身体機能及び認知機

能の確認が必要です。これらのチェックを行うにあたって、簡易検査やまちぐるみ検診を加

西市で実施していますので、ドライバーには積極的に参加してもらいましょう。 

 

※ 状況に応じて 

※ 状況に応じて 
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2.6 目標達成状況の確認 

運行管理者は日々利用者数を確認するものとし、別冊「地域主体型交通導入の手引き」に

て設定した目標利用者数（年間）を参考に 1 ヶ月に 1 回など定期的に達成状況を確認します。 

定期的に確認する利用者数は、「地域主体型交通導入の手引き」にて設定した目標利用者

数（年間）を日単位に変換し、実際の日利用者数と比較します。また、「地域主体型交通導

入の手引き」にて設定した目標利用者数（年間）は、年末あるいは年度末等の年の区切りに

おいて、実際の年間利用者数と比較します。 

なお、地域主体型交通を運行する目的としては、外出時の移動に困っている人の移動手段

確保であることから、単に目標利用者数を達成するだけでなく、その他移動に困っている人

を減少させるような目標を設定して評価する必要があります。 

 

 

簡易検査の受検 

（社協の実施する「もの忘れ相談プログラム」を活用） 

簡易検査の結果について、運行管理者と市公共交通担当で確認する 

認知機能に課題が認められる場合 

 

 

認知機能に課題がない場合 

 

引き続き、運転手として活動すること

が可能 

運行管理者は、必要に応じてかかりつけ

医の受診を指示する 

（簡易検査の結果を医師に伝え、物忘れ外

来の必要性についてかかりつけ医の判断を

仰ぐこと） 

物忘れ外来を受診した場合 

 

医師の受診を拒否した場合 

 認知症の診断が 
運転手としての活動を認めない 

運転手 認知機能チェック フローチャート 

なかった場合 あった場合 

負担を減らしながら活動を続ける 

 

運転手 身体機能チェック フローチャート 

町ぐるみ健診若しくは医療機関健診を受検 

（基本健診／特定健診のみで可） 

健診の結果について、運行管理者と市公共交通担当で確認する 

 

健診結果が良好な場合 

 

健診結果が不良な場合 

 

引き続き、運転手として活動すること

ができる 

運行管理者は、必要に応じてかかりつけ

医の受診を指示する 

（健診の結果を医師に伝え、運転手として

車を運転することについて相談する） 

医師の受診を拒否した場合 

 
運転手としての活動を認めない 

かかりつけ医の受診を拒否した場合 

 運転手として運転することに課題が

 

なかった場合 あった場合 

負担を減らしつつ、健康に気をつけて運転手を続ける 

＜ ドライバーの身体機能チェックフロー ＞ ＜ ドライバーの認知機能チェックフロー ＞ 

出典）加西市資料より 
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第3 章     移動支援・利用促進方策の検討・実施 

第３章では、地域主体型交通の導入目的である外出時の移動に困っている人の減少に向けた

移動支援・利用者増加のための方策について、以下に事例を示しています。 

地域主体型交通を導入した後は、これらの移動支援・利用促進方策に積極的に取り組み、地

域の移動手段確保を図りましょう。また、今回紹介した移動支援・利用促進方策以外にも様々

な方法が考えられますので、地域にあった方法で取り組んでください。 

 

3.1 家庭への個別訪問による案内 

NPO 法人原始人の会が運営している「はっぴーバス」では、NPO の会員によりバス沿線

住民の家庭への個別訪問を行い、はっぴーバスの利用方法の説明や移動に関する日常の困り

ごとの聞き取り、マイダイヤ（自分がよく行く目的地までの時刻表や路線・運賃などを整理

した表）の作成など、地域の人と交流を行っており、利用者の増加に繋げています。 

このため、地域主体型交通を導入した際においては、別冊「地域主体型交通導入の手引

き」で実施したアンケート調査で判明した「移動に困っている人」が居住している家庭を中

心に移動支援・利用促進を行うことが重要です。 

 

3.2 無料乗車券・お試し乗車券の発行 

加西市では、平成 28 年 11 月 1 日から高齢者支援と子育て支援を強化するため、中学生

以下の子どもや 75 歳以上の人などが加西市内でバスを利用する際に使える無料乗車券を配

布しています。 

このため、地域主体型交通においても、まずは一度利用してもらうために無料乗車券やお

試し乗車券を作成・発行して移動支援・利用促進を行うことが効果的であると考えられます。

また、無料乗車券やお試し乗車券と併せて、乗車体験会やバスの乗り方教室などを行うこと

で、さらなる移動支援・利用促進につながると考えられます。 

なお、無料乗車券やお試し乗車券の実施にあたっては、協議会での承認が必要となります

ので、加西市と事前に調整した上で実施を検討してください。 
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＜「加西市内バス無料乗車券」パンフレット ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 各種媒体の活用 

外出時の移動に困っている人に地域主体型交通を知ってもらうことや地域主体型交通の利

用促進を行うには、公共交通の情報を積極的に発信していくことが重要です。また、情報発

信の方法もプル型（各媒体で発信した情報を利用者が自ら得る方法）・プッシュ型（発信者

から利用者に直接情報を発信する）があり、一般的には HP や SNS などのプル型が多いで

すが、メールマガジンや LINE などにより情報提供するプッシュ型も効果的です。さらには、

「3.1 家庭への個別訪問による案内」にあるとおり、実際に利用してもらえそうな住民と会

って会話することも効果的です。 

 

出典）加西市資料より 
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＜ プル型・プッシュ型の公共交通情報の発信事例 ＞ 

 

・プル型（京都府与謝郡伊根町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プッシュ型（北海道石狩市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府与謝郡伊根町では、全世帯にタブレット端末「いねばん」を配備し、行政情報を配信

しています。 

この端末を活用し、従来のコミュニティバスよりも利便性が高いドア・ツー・ドアのオンデ

マンド交通「いねタク」を実装し、予約が可能となっています。 

市民に情報をお伝えする手段の一つとして、LINE を活用した情報発信を令和 3 年 3 月から

開始しています。 

交通事業者と連携し、⽯狩市内における路線バスの情報について、公式配信イメージ LINE

を活⽤して発信することで、交通サービスの利便性向上に取り組み、公共交通の維持・確保を

図っています。 

出典）伊根町 HP より 出典）伊根町観光協会 HP より 

出典）石狩市地域公共交通活性化協議会（令和４年度第２回協議会 資料５）より 
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3.4 小学校・シニアクラブ等と連携した取組 

小学校と連携した取組の 1 つとして、NPO 法人原始人の会が西在田小学校の 6 年生と共

同ではっぴーバス停留所に設置する丸太椅子の制作を行っています。また、幼少期から公共

交通に慣れ親しんでもらうことや、バスの便利さを認識してもらうことを目的として、各小

学校や高齢者を対象としたバスの乗車体験やバスの乗り方教室も開催しています。 

このため、主な公共交通利用対象と考えられる小学生や高齢者において、小学校やシニア

クラブなどの団体と連携して、地域主体型交通を知ってもらう取組、地域主体型交通が便利

であるということを知ってもらう取組を行い、移動支援・利用促進を図ることが重要です。 

 

＜ 西在田小学校と連携したバス停留所丸太椅子の制作風景 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ バスの乗り方教室の様子 ＞ 
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第4 章     継続的な運行に向けた取組 

地域主体型交通を地域の移動手段として運行し続けるには、単に地域主体型交通を導入・運

行するだけでは難しいです。 

このため、運行管理者・ドライバー双方の高齢化への対応や社会情勢の変化への対応等、将

来的な状況変化に常に対応していく必要があります。したがって、以下に示す継続的な運行に

向けた取組を推進することで、対応していきます。 

 

4.1 次世代ドライバーの確保 

高齢化に伴い、地域主体型交通の運転に不安を抱えるドライバーも少なくありません。 

また、継続的に地域主体型交通を運行していくにあたっては、当初よりドライバーとして

働いている人も年齢とともに疾病・体力の低下等の理由により、突然ドライバーを辞めてし

まうことも考えられます。 

このため、安定的なサービスを提供していくためにも、将来的な状況を踏まえてドライバ

ーになろうという人々の裾野を広げていくことが重要になります。例えば、ご自身の友人・

知人に声掛けをすることや、地域の発展に貢献されている人を探すなどが考えられます。 

また、地域主体型交通（自家用有償旅客運送事業）のドライバーになるためには、「二種

運転免許保有」もしくは「普通運転免許保有＋自家用有償旅客運送の種類に応じた『自家用

有償旅客運送認定講習（大臣認定講習）』の受講」のいずれかが必要となります。『自家用

有償旅客運送認定講習（大臣認定講習）』に関しては、お近くの実施機関（https://www.

mlit.go.jp/jidosha/content/001586135.pdf）での受講が必要となります。なお、加西

市では資格取得時のサポートとして「自家用有償旅客運送認定講習（大臣認定講習）」の講

習費用を助成することや、資格取得後のサポートとして適性検査等の更新講習を実施してい

ます。 

ちなみに、他都市の事例では介護保険料の決定通知や介護保険証にドライバー募集のチラ

シを同封、受講者は無料で資格が得られる取組をされています。このため、加西市でもドラ

イバーになりたい人の裾野を広げるために、他都市の事例を参考に取組を進めていきます。 

 

 

 

※ 近年のタクシードライバー不足に対応する抜本対策として「ライドシェア」の検討が国により
進められていますが、普通二種免許を持っていない人もドライバーになれるため、海外で既に
導入されている事例では、利用者とのトラブルが発生している場合もあるようです。このため
日本では、運営形態の近いタクシー事業者を経由した事業展開となる見込みです。このことか
ら、今後の動向を見極めながら新たな法改正を踏まえて地域主体型交通運営の選択肢として検
討していきます。（令和６年３月現在） 
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4.2 利用者からの誓約書の受領 

地域主体型交通に限らず旅客運送事業においては、ドライバー自身が安全運転を行ってい

たとしても、交通事故や道路交通法違反を起こしてしまう可能性があります。自身の不注意

によって交通事故や道路交通法違反を起こした場合はドライバーに責任が及ぶことになりま

すが、ドライバーの責任がない「もらい事故」や乗車前後の事故などが発生する場合もあり

ます。この場合、事故の責任の所在がどこにあるかの議論がなされる中で、ドライバーの責

任問題にもなりかねません。 

このため、自主的・好意でドライバーになる人を守るために、地域主体型交通利用時に利

用者やその家族等から「誓約書」をもらうことを検討してください。なお、誓約書のイメー

ジは以下のとおりですので、参考にしてください。 

 

＜ 利用者・家族等が記入する誓約書のイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考）亀岡市 
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4.3 地域における積極的な公共交通利用 

地域主体型交通を継続的に運行していくためには、積極的な利用促進活動や運営マネジメ

ントなど、運行管理者側やドライバーの頑張りが重要となります。しかし、様々な取組をし

たとしても、地域住民側が興味を持たない・関わらないという状況に陥りがちです。 

このため、地域住民の皆様の移動手段を確保し続けるために協力してほしい旨を伝えてい

くことが必要ですが、地域住民自ら公共交通を守り育てるという意識を持つ必要があります。 

例えば、ある日はドライバーとなって利用者を「助け」、またある日は利用者になりドラ

イバーに「助けられる」を繰り返して、「助け合い」を交換しあえる地域主体型交通とする

ことで、移動支援や利用促進にもつながります。また、NPO 法人原始人の会が行っている

日々の生活や外出状況を伺う個別訪問や公共交通をかしこく使うためのアドバイス、マイダ

イヤの作成を行うなど、地域住民と公共交通を密接な関係にしていくことが重要となります。 

 

4.4 運賃収入以外のその他収入 

地域主体型交通の継続的な運行を行っていくためには、運賃収入等の事業での収入の増加

も重要ですが、それだけでは支出を十分に賄いきれないことが考えられます。このため運賃

収入以外での収入確保を積極的に行っていく必要があります。 

具体的には、地域住民に対して、地域主体型交通の利用料金を割引する代わりに、年会費

を払ってもらうことや、地元企業を対象に地域主体型交通の運営に協力する形で協賛金を寄

付してもらう（代わりに時刻表やバス車内で企業広告を掲載することも検討）などが考えら

れます。ただし、単に年会費や協賛金を募っても芳しい反応が得られない可能性があるため、

まずは自治会の集まりや回覧板等で公共交通を維持していく必要がある旨を伝えるとともに、

地域に居住する全ての人の移動の問題であり、皆で支えることが不可欠であることを理解し

てもらう必要があります。 

 

 ■ 地元企業や市民の協賛を得て運行するバスの事例 

コミュニティバス【鈴の音バス】 

三重県松阪市で運行しているコミュニティバスで、通院や買物、

通学などの目的に対応して運行しています。運営を支援してくれる

「協賛企業」や「協賛個人」を募集しており、協賛企業において

は、企業の名称をバス停留所やバス車内及び車体に掲出する代わり

として協賛金を得ています。 

 出典）国土交通省 HP より 
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4.5 運行計画の評価・見直し 

(1) 運行計画の評価 

地域主体型交通の運行・運営にあたっては、単に運行を継続していくだけでは途中で事業

が頓挫する可能性があります。このため、定期的な運行計画の評価が必要となります。 

運行計画の評価としては、加西市が策定した「加西市地域公共交通計画」に示している

「公共交通事業の評価」を行い、運行内容の見直し検討を行います。 

この「公共交通事業の評価」としては、以下の考え方のもと、行政補助額（助成金）が適

正に用いられているかを評価する「経済性評価」と、沿線住民の人に公共交通を利用しても

らっているかを評価する「公共性評価」の２点から評価します。 

なお、それぞれの評価については、加西市にて評価を行い、運行管理者に報告しますので、

その結果から今後の見直し方針を検討してください。 

 

＜ 公共交通事業の路線評価のイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 路線評価における経済性及び公共性評価の基準値 ＞ 

 
経済性評価 公共性評価 

利用者 1 人当たり行政補助額※1 沿線世帯※2当たり年間乗車回数 

基準値 2,000 円/人※3 2.0 回/世帯※4 

 

 

 

※1） 行政補助額は、国・県・市合計の補助額を対象として評価 

※2） 沿線世帯は、鉄道駅から半径 500ｍ以内、バス停から半径 300ｍ以内の世帯を対象として評価 

※3） 経済性評価の基準値は、各地区から北条のまちなかまでタクシーを利用した場合（約５km）の運賃と同程度

の基準値 2,000 円/人（年間）と設定 

※4） 公共性評価の基準値は、鉄道駅やバス停沿線に住んでいる世帯のうち、誰か 1 人が 1 年間に最低 1 往復する

という考え方のもと、基準値を 2.0 回/世帯と設定 

 

経済性 
基準値 

公共性 
基準値 

 
 

路線維持 
（サービス強化の検討） 

路線維持 
（コスト削減・収入増対策の
検討） 

・福祉政策としての公共交通
サービスの検討 

路線維持 
（利用者増加施策の検討） 

抜本的見直し 
・地域住民との協議による運
行形態見直しの検討 

 ：各系統の評価結果 

経
済
性 

低 
 

高 

公共性 

低 高 

利用者 1 人当たり

行政補助額 

（経済性評価） 

沿線世帯当たり

年間乗車回数 

（公共性評価） 



― 17 ― 

 

(2) 運行計画の見直し 

「（1） 運行計画の評価」にて『抜本的見直し』『路線維持（コスト削減・収入増対策

の検討）』と判定された場合においては、需要に見合わない過大なサービスとなっている可

能性があり、現行の運行計画の見直しを検討する必要があります。 

地域主体型交通の運行計画を見直すにあたって、(1)での評価結果を踏まえながら別途ア

ンケート調査を行うことで実情を把握し、運行日や運行時間、運行本数、運行ルート・区域

などを見直します。 

具体的には、p.18 に示す地域主体型交通利用者アンケート調査票を用いて、乗客を対象

にアンケート調査を行い、その結果から以下に示す内容を参考に見直しの判断を行います。 

なお、上記のアンケート調査以外に独自で調査を行い、その結果を用いて集計・分析をす

る場合においては、加西市より集計方法及び集計ツール等を提供します。 

＜ 運行内容の見直しにかかる確認事項及び対応 ＞ 

項目 現在の運行内容 
アンケートによる 

確認事項（一例） 
見直し後の運行内容 

運行日 

毎日（月～日） ・問 10「よく利用する曜日」

を踏まえて、毎日、あるい

は平日のみで運行している

場合は、曜日限定でも問題

ないかを確認。 

毎日（月～日） 

平日のみ（月～金） 平日のみ（月～金） 

曜日指定 
（          ） 

曜日指定 
（          ） 

運行

時間 

開始時間   終了時間 ・アンケート調査時刻や問 8

「帰り（行き）のバス利用

有無」を踏まえて、昼間時

間のみ、あるいは朝遅く運

行開始することや夕早く運

行終了するなどができない

かを確認。 

・問 11「利用時の問題点」で

「3.早朝や夜など行きたい

時間にバスがない」の回答

者に直接要望を聞くことも

考えられる。 

開始時間   終了時間 

(              ) (              ) 

※ うち、休憩時間 

（目安：運行時間内で 1 時間休憩） 

※ うち、休憩時間 

（目安：運行時間内で 1 時間休憩） 

(              ) (              ) 

運行

本数 

全（   ）便 
・問 11「利用時の問題点」で

「4.バスの便数が少ない」

の回答数を踏まえて検討。 

全（   ）便 

路線別 
(   ）線：(   )便 
(   ）線：(   )便 

路線別 
(   ）線：(   )便 
(   ）線：(   )便 

運行 

ルート 

・区域 

地図上にルートを記入 

もしくは区域を記入 

・自由意見等で「〇〇に行き

たい」「〇〇に行ってほし

い」等の意見を踏まえて検

討。 

運行ルート・区域を 
修正 

： ～ ： 

： ～ ： 

： ～ ： 

： ～ ： 
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＜ 地域主体型交通利用者アンケート調査票 ＞ 
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(3) 「移動に困っている人」の変化による見直し 

地域主体型交通を継続的に運行していれば、年数の経過による地域住民の加齢や身体機能

の低下等により、移動に困っている人の人数は変動するとともに、移動に困っている人の分

布も変化していきます。この「移動に困っている人」の変動によって、地域内の需要に変化

が生じれば、運行ルートや運行時間などの見直しが必要となります。 

このため、地域状況の変化（商業施設が立地した など）があった場合は適宜見直しを実

施しますが、概ね 3～5 年に 1 回を目途に「移動に困っている人」がどのように変化した

かを把握するために対象地域の全世帯に対してアンケート調査（公共交通需要アンケート調

査）を実施します。アンケート調査票のイメージはｐ.20～ｐ.21 に示すとおりであり、別

冊「地域主体型交通導入の手引き」にて実施したアンケート調査と同様の方法で実施するこ

とを基本とします。このアンケートを集計した結果を踏まえて、運行計画の見直しを検討し

ます。 

なお、運行計画の見直しを行ったとしても、全ての移動に困っている人をカバーするのは

困難であるため、この人々に対しては地域主体型交通以外での支援（家族や近所の人たちに

よる送迎などの可能性の確認やタクシーの案内、病院や商業施設が運行しているシャトルバ

スの案内など）を検討していくことが必要となります。 
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＜ 公共交通需要アンケート調査票（世帯票）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

地域で運行している 
公共交通を記入 
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＜ 公共交通需要アンケート調査票（個人票）＞ 
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4.6 加西市からの助成金の取り扱いについて 

加西市からの助成金としては、別冊「地域主体型交通導入の手引き」にて示していますが、

原則として加西市からは利用者１人当たり 2,000 円/年を目安とした助成基準を設けており

ます。 

地域主体型交通を運行するにあたっては、なるべくこの助成基準を上回らないよう（利用

者が低迷しないよう）第３章で示す移動支援・利用促進方策等を行いながら、利用者数の維

持・増加を図ってください。 

ただし、地域の努力により、運賃収入や協賛金等の収入を多く得ることができ、加西市か

らの助成額を減らせることができた場合においては、前年度との差額分について次年度事業

への利用が可能です。その際は以下に示すような地域主体型交通のサービス向上にご利用く

ださい。 
 

＜ 助成金の使用方法（加西市からの助成額を減らせることができた場合）＞ 

 

 

 

 

 

■ 助成金の取り扱いイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 運行費の上昇に対する対応について 

原油価格の上昇などによる燃料費の上昇や人件費の上昇による運行費用の上昇などに対し

て、継続的な運行を続けるためには、必要に応じて加西市とも相談の上、運賃の適正化など

を図ることも必要です。 

こうした場合は速やかに加西市に相談を行うようにして下さい。 

・運行内容の変更（増便、運行日追加、運行時間延長など） 

・車両のラッピング、メンテナンス 

・利用促進方策への利用（利用促進チラシの作成・配布、バス停整備など） 

など 
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第5 章   更新・変更登録にかかる申請書類の作成・提出 

地域主体型交通を継続的に運行するにあたっては、導入時に国土交通省神戸運輸監理部に提

出した「自家用有償旅客運送の登録申請」に有効期間が設定されていることから、適宜更新登

録を行うとともに、運行内容に変更があった場合は変更登録または変更届出を行う必要があり

ます。 

なお、登録申請時も含め、申請する状況別に対応を整理した資料を次頁に示しておりますの

で、参考としてください。 

 

＜ 更新・変更登録にかかる申請書類 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【更新登録時】 

・自家用有償旅客運送の更新登録申請書（様式第 1-2号） 
 

【変更登録時】 

・自家用有償旅客運送の変更登録申請書（様式第 1-3号） 
 

【各登録時で共通】 

・加西市公共交通活性化協議会においての協議が調ったことを証する書類

（様式第 1-5 号） 

・宣誓書（様式第 3号） 

・運転者就任承諾書兼就任予定者名簿（様式第 4号） 

・運行管理の責任者 就任承諾書（様式第 6号） 

・運行管理の体制等を記載した書類（様式第 7号）          等 
 

【変更届出時】 

・自家用有償旅客運送の登録事項変更届出書※（様式第 1-4号） 

※ 地域主体型交通の名称、代表者等の変更や、運行路線・区域の減少等、軽微な変更

の場合のみ 
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＜ 自家用有償旅客運送の登録等の手続きの流れ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「自家用有償旅客運送ハンドブック（国土交通省自動車局旅客課）」より 
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＜ 自家用有償旅客運送の更新登録申請書（様式第 1-2号） ＞ 
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― 27 ― 

＜ 自家用有償旅客運送の変更登録申請書（様式第 1-3号） ＞ 
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＜ 加西市公共交通活性化協議会においての協議が調ったことを証する書類（様式第 1-5号） ＞ 
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＜ 宣誓書（様式第 3号） ＞ 
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＜ 運転者就任承諾書兼就任予定者名簿（様式第 4号） ＞ 
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＜ 運行管理の責任者 就任承諾書（様式第 6号） ＞ 
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＜ 運行管理の体制等を記載した書類（様式第 7号） ＞ 
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＜ 自家用有償旅客運送の登録事項変更届出書※（様式第 1-4号） ＞ 
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